
社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」（ハガキ）のレイアウト概要
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証明日 

社会保険庁総務部経理課　印 ��納付対象月櫛 � 

1①納付済I i②見込額i I③合計額I � �※「済」又は「見」 で表示します。 

親展

402－0000

山梨県都留市○○

△△　△△　様

お聞合わせ先など

※前年に年金加入記録がある方には、11月に送付する控除証明書の裏面に「平
成18年の年金加入状況のお知らせ」が記載されています。
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年
末
調
整
や
確
定
申
告
に
は
『
社
会
保
険
粕
《
国
民
年
金
保
険
料
》

控
除
証
明
書
』
な
ど
の
証
明
書
の
添
付
や
提
示
が
必
要
で
す

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象

国
民
年
金
保
険
料
は
、
納
付
し
た
全
額
が

所
得
税
・
住
民
税
な
ど
の
社
会
保
険
料
控
除

の
対
象
と
な
り
ま
す
。

国
民
年
金
保
険
料
を
社
会
保
険
料
控
除
と

し
て
申
告
す
る
場
合
は
、
今
年
1
年
間
に
納

付
（
納
付
見
込
み
を
含
む
）
し
た
国
民
年
金
保

険
料
を
証
明
す
る
書
類
の
添
付
な
ど
が
必
要

です。
毎
年
日
月
初
句
に
送
付

生
命
保
険
会
社
な
ど
が
発
行
す
る
控
除
証

明
書
と
同
様
に
、
1
年
間
に
納
付
し
た
国
民

年
金
保
険
料
の
額
を
証
明
す
る
「
社
会
保
険
料

（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」
（
ハ
ガ
キ
）

が
、
社
会
保
険
庁
か
ら
毎
年
Ⅱ
月
初
旬
に
送

付
さ
れ
ま
す
。

証
明
内
容
は
本
年
1
月
か
ら
1
0
月
1
日
ま

で
に
納
付
さ
れ
た
国
民
年
金
保
険
料
額
と
、

年
内
に
納
付
が
見
込
ま
れ
る
場
合
の
納
付
見

込
額
で
す
。

納
付
忘
れ
な
ど
が
あ
る
場
合
も
、
年
内
に

納
付
す
れ
ば
、
今
年
分
の
控
除
と
し
て
申
告

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

2
月
初
句
に
送
付
さ
れ
る
場
合

年
の
途
中
か
ら
国
民
年
金
に
加
入
し
た
場

合
な
ど
、
1
0
月
2
日
以
降
に
本
年
初
め
て
保

険
料
を
納
付
し
た
方
に
つ
い
て
は
、
翌
年
2

月
初
旬
に
同
様
の
証
明
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
結
果
と
し
て
、
平
成
1
9
年
中

に
国
民
年
金
の
保
険
料
を
納
付
し
た
方
の
全

員
に
こ
の
証
明
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

年
未
調
整
ま
た
は
確
定
申
告
手
続
き
の
際

は
必
ず
こ
の
証
明
書
や
領
収
証
書
を
添
付
な

ど
し
て
く
だ
さ
い
。

世
帯
で
連
帯
し
て
納
付

国
民
年
金
保
険
料
は
、
被
保
険
者
本
人
だ

け
で
は
な
く
、
そ
の
世
帯
の
世
帯
主
及
び
配

偶
者
も
連
帯
し
て
納
付
す
る
義
務
が
あ
り
ま

す
。
ご
家
族
の
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
し

た
場
合
は
、
そ
の
納
付
額
の
全
額
が
納
付
し

た
方
の
所
得
税
な
ど
の
控
除
対
象
と
な
り
ま

す
の
で
、
こ
の
よ
う
な
場
合
は
、
年
未
調
整

な
ど
の
手
続
き
の
際
に
ご
自
身
の
社
会
保
険

料
額
と
合
算
し
て
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。
こ

の
場
合
は
、
ご
家
族
分
の
証
明
書
も
申
告
す

る
方
の
申
告
書
に
添
付
な
ど
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

控
除
証
明
書
Q
＆
A

⑨
　
「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控

除
証
明
書
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
月
分
以
外
の

保
険
料
を
1
2
月
3
1
日
ま
で
の
間
に
納
付
し
た

場
合
は
、
今
年
分
と
し
て
申
告
で
き
ま
す

Å
　
今
年
分
と
し
て
申
告
で
き
ま
す
。
「
社
会

保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」
に

記
載
さ
れ
て
い
る
保
険
料
額
に
、
後
か
ら
納
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減
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化
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運
動

付
し
た
保
険
料
額
を
合
算
し
て
申
告
し
て
く

だ
さ
い
。
な
お
、
後
か
ら
納
付
し
た
保
険
料

分
の
「
領
収
証
書
」
も
添
付
な
ど
を
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

間
合
先

控
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証
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書
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イ
ヤ
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5
時

「
や
ま
な
し
エ
コ
ラ
イ
フ
宣
言
」

に
ご
参
加
く
だ
さ
い
！

私
た
ち
は
、
便
利
で
豊
か
な
暮
ら
し
を

送
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
に
伴
っ
て
ご
み

は
増
え
続
け
て
い
ま
す
。

県
と
市
町
村
で
は
、
関
係
団
体
の
協
力

の
も
と
、
ご
み
減
量
化
県
民
運
動
「
や
ま

な
し
エ
コ
ラ
イ
フ
宣
言
」
へ
の
参
加
を
呼

び
か
け
て
い
ま
す
。

「
エ
コ
ラ
イ
フ
宣
言
」
と
は
、
県
が
提
案

し
た
様
々
な
ご
み
減
量
策
の
中
か
ら
い
く

つ
か
を
皆
さ
ん
が
選
ん
だ
う
え
で
、
実
際

に
取
り
組
む
旨
の
宣
言
を
し
て
い
た
だ
く

と
と
も
に
、
そ
の
実
践
内
容
を
登
録
す
る

も
の
で
す
。

ご
み
を
減
ら
す
に
は
、
日
常
生
活
の
あ

ら
ゆ
る
場
面
で
、
ご
み
の
減
量
を
意
識
し

た
行
動
が
必
要
で
す
。

ご
み
を
減
ら
す
意
思
を
全
県
に
向
け
て

宣
言
し
、
そ
の
取
り
組
み
を
実
践
し
て
み

ま
せ
ん
か
。
一
人
ひ
と
り
の
小
さ
な
取
り

組
み
が
、
大
き
な
ご
み
減
量
に
つ
な
が
り

ま
す
。
ま
ず
は
で
き
る
こ
と
か
ら
始
め
ま

し
ょ
う
。

登
録
先
・
登
録
方
法

お
住
ま
い
の
市
町
村
環
境
担
当
課
ま
た

は
県
へ
、
持
参
・
郵
送
・
F
A
X
の
い
ず

れ
か
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
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